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（
文
教
科
学
委
員
会
）

文
化
財
保
護
法
及
び
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第

三
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
地
域
に
お
け
る
文
化
財
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
保
存
及
び
活
用
を
図
る
た
め
、
都
道
府
県
に
よ
る
文
化
財

保
存
活
用
大
綱
の
策
定
、
市
町
村
が
作
成
す
る
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
及
び
所
有
者
等
が
作
成
す
る
重
要
文
化
財
保
存
活

用
計
画
等
の
文
化
庁
長
官
に
よ
る
認
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
計
画
に
基
づ
く
現
状
変
更
の
許
可
等
の
特
例
に
つ
い
て
定
め
る
と
と

も
に
、
条
例
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
長
が
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
事
務
の
管
理
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等

の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
文
化
財
保
護
法
の
一
部
改
正

１

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
区
域
に
お
け
る
文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
１
の
大
綱
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
当
該
大
綱
を
勘
案
し
て
、
当
該
区
域
に
お
け
る
文

化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
総
合
的
な
計
画
を
作
成
し
、
文
化
庁
長
官
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

２
の
計
画
に
係
る
認
定
を
受
け
た
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
計
画
期
間
内
に
限
り
、
文
部
科
学
大
臣
に
対
し
て
、
当

該
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
文
化
財
を
文
化
財
登
録
原
簿
に
登
録
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

重
要
文
化
財
等
の
所
有
者
等
は
、
重
要
文
化
財
等
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
文
化
庁
長
官
の
認
定

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

４
の
計
画
が
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
現
状
変
更
等
を
そ
の
記
載
さ
れ
た
事
項
の
内
容
に
即
し
て
行
う
場
合
に

は
、
文
化
庁
長
官
の
許
可
等
を
受
け
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
当
該
現
状
変
更
等
が
終
了
し
た
後
遅
滞
な
く
、
届
け
出
る
こ
と

を
も
っ
て
足
り
る
も
の
と
す
る
。

６

二
の
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
文
化
財
の
保
護

に
関
す
る
事
務
を
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
に
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方

文
化
財
保
護
審
議
会
を
置
く
も
の
と
す
る
。

７

重
要
文
化
財
等
の
損
壊
等
に
係
る
罰
金
を
引
き
上
げ
る
。

二
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
事
務
を
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
が
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管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


